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【社協略図】

至 出水市 国道3号 至 薩摩川内市
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社会福祉協議会は、社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的としない民間組織です。 

地域に暮らす皆さま、区長、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、 

ボランティア、保健・医療・教育関係機関などの参加・協力のもと、「誰もが安心して暮らすことができる福祉

のまちづくり」を目指して、さまざまな地域福祉事業や介護事業などを行っています。 

多様な個別ニーズや地域の特性を積極的に把握し、柔軟に対応し課題解決に努め、地域の福祉活動の

拠点としての役割を果たしてまいります。 

 

【地域福祉事業】 

・総合相談事業 

・ボランティアセンター運営事業 

・高齢者元気度アップ・ポイント事業 

・地域デビューでポイントアップ！元気度アップ！推進事業  

・共助の基盤づくり事業 

・阿久根市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) 

生活援助員派遣事業 

・生活支援体制整備事業 

・子育て支援事業 

・「福祉のつどい」の開催 

・広報活動 

 

【自立生活支援事業】 
 

・福祉サービス利用支援事業 （日常生活自立支援事業） 

・生活困窮者自立相談支援事業   ・生活福祉資金貸付事業   ・法外援護資金貸付事業 

・罹災世帯（火災・自然災害等）支援事業  ・行路人支援事業 

【日本赤十字社鹿児島県支部阿久根市地区】 
 ※毎年５月が会員増強運動月間です 
  
・災害時の救援物資の備蓄と支給  
・災害時救護活動 
・義援金・救援金の受付・会員募集活動 
 
【阿久根市共同募金委員会】 
※毎年１０～１２月が活動月間です 
   
・赤い羽根共同募金活動 
・歳末たすけ合い募金活動 
 
【北薩地区社会福祉協議会連絡協議会】 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 主 な 事 業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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【介護保険事業】 

 

・居宅介護支援事業 

・訪問介護事業 

・訪問入浴介護事業 

 

 
  

【関係機関・団体との連携強化】 
  

・阿久根護国神社奉賛会 

・阿久根市遺族会 

・阿久根市民生委員・ 

児童委員協議会 

・阿久根市身体障害者 

福祉協議会 

 

 

 

 

 



5 4

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

・日本赤十字社って？ 
赤十字社は「いのちを救う」「せいかつを支える」「ひとを育てる」ため、幅広い 

支援を行っている世界的組織で、日本赤十字社はその日本支部です。 

 

・日本赤十字社の「会員」って？ 

皆様から頂く会費や寄付によって日本赤十字社の活動は支えられています。 

５００円以上の会費を納めてくださった方を「一般会員」、２，０００円以上の 

社費を納めてくださった方を「応能（おうのう）会員」と呼びます。 

  

・「会費」はどう納めるの？ 

毎年５月に各区の区長さんなどが阿久根市内の各家庭を訪問して会費を取りまとめて 

くださり、会費をくださった方へ領収証と会員之証のシールを渡してくださってい 

ます。阿久根市社会福祉協議会の事務所でも受け付けています。 

 
・「会費」はどう役立つの？ 
日本赤十字社は、 

・国内で災害が発生した際の救護 ・救急法の講習 ・献血事業 ・看護師等の教育 

など、様々な活動を行っています。 
  
九州においては、平成２９年７月５日からの記録的な豪雨により、 

福岡県東峰村及び朝倉市等が甚大な被害を受けたため、災害発生 

直後から日本赤十字社本部や支部から赤十字救護班を被災地へ 

派遣し皆さまからの日赤へのご寄付や、救援物資（毛布やタオル 

ケット等）を被災地へお届けするなどの活動を行いました。 
  
今後もこのような事態に迅速に対応出来るよう、平時から災害を 

想定した各種救護訓練の実施や、災害救護設備の整備、被災された 

方々への災害救援物資の配分などを行っていきます。 
  
阿久根市内においては、平成２９年度に全焼が発生した世帯に対して、災害救援物資として、 

日本赤十字社から毛布、緊急セット、見舞品セット、タオルケット、ブルーシートを支給しました。 
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①東日本大震災義援金             
平成 31年 ３月３１日（日）まで受付中です 
  

②中東人道危機救援金             
平成 31年 ３月３１日（日）まで受付中です  
   

③平成２８年熊本地震災害義援金         
平成 31年 ３月３１日（日）まで受付中です  
  

④平成２9 年 7 月 5 日からの大雨災害義援金   
平成 30 年  9 月 28 日（金）まで受付中です 
              

阿久根市社会福祉協議会にて受け付けております。 
ご希望の方には領収証の発行をいたしますので、 
窓口職員までお知らせください。 

日本赤十字社の義援金・救援金についてのお願い 
 

・東日本大震災義援金 
平成２９年３月３１日（金）まで 
受付延長中です 

 
 当初、東日本大震災の義援金につきましては、平成２８年 3 月３１日（木）をもって受付
終了予定としておりましたが、いまだ多くの方々が避難生活を強いられている現状を踏まえ、
上記のとおり受付期間を延長することとなりました。 
  

義援金は阿久根市社会福祉協議会で受け付けた後、日本赤十字社を通じて、被災地域（岩
手県、宮城県、福島県、茨城県）へ全額送金いたします。 

  
引き続き、皆さまからの温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。 
 

阿久根市内でボランティア活動を行っている団体やグループを対象に、平成２９年度赤い羽根共同募金

による社協活動費から「ボランティア活動支援助成金」を交付します。 
  

＜助成対象＞ 
☆ 民間任意団体及びボランティア団体等  
☆ 子育て支援の活動団体等         
☆ 高齢者サロンの活動団体等        
  
申込期間…平成３０年５月２８日（月）～６月８日（金）まで 
   
※申請書は阿久根市社会福祉協議会にご用意しています。 
その他詳しい内容については、阿久根市社会福祉協議会  
☎７２‐３８００までお問い合わせください。   

担当：地域福祉係 東新
とうしん
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～先生から～ 
  

子どもたちは４年生になると、実際の道具に触れながら障がい者につい

て学びます。６年生になると、修学旅行先にて、点字ブロック、バリア

フリー、障がい者マークなどを自分たちで見つけ、子どもたちなりに福

祉について学んでいる様子です。 
 

阿久根市身体障害者福祉協議会は、自ら進んで障害を克服して、積極的に社会

参加を行い、地域の発展に寄与することを目的としています。 
  
年会費として６００円をいただいています。その内訳は当協議会の運営費や事

業費（総会・スポーツ大会・施設慰問・ボランティア清掃活動）です。 
  
また、北薩地区身体障害者協会連合会や（福）鹿児島県身体障害者福祉協会へ

の負担金も含まれ、さらには、九州身体障害者福祉連合会や（福）日本身体障

害者福祉連合会といった上部組織を運営することが出来ます。 
    
これらのことを十分にご理解いただいた上、会員登録にご協力くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

  

※詳しくは、阿久根市社会福祉協議会 ☎７２‐３８００まで 
お気軽にお問い合わせください。       担当：総務係 本藏 
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社会福祉協議会 

に申請し手帳を 

受け取ります 

対象活動に 

参加します 

ポイントシール
をためる 

商品券 

に交換 

地元商店等 

で買い物 

※登録には介護保険被保険者
証の番号10ケタとハンコ（シャ
チハタは不可）が必要です 

 
 

 
     

 

 

 

 
  
 
  
 
★阿久根市が指定した以下の活動がポイントの対象となります  
   
〇健康診査や健康講座    〇地域貢献活動（団体活動）     〇各介護保険施設等ボランティア 
特定健診（団体健診）   花壇、道路などの美化清掃     施設への慰問活動 
生涯学習講座        ※個人や区の清掃は該当しません。 施設内の清掃 
認知症予防や介護予防教室   （要団体登録）         施設行事などの参加支援 
いきいきサロン（要登録）  ※鬼火焚きといった区の行事や、   ※各施設にてスタンプを 
グラウンド・ゴルフや     区の会合、宗教行事への参加は    押してもらえますので 
サークル活動（登録必須）   該当しません。           活動時はポイント手帳 
※月に２ポイントが上限   さわやかクラブの活動         を持参してください。 
ころばん体操（要登録）   ・高齢者学級の活動            
・ひまわり教室         ※月謝が発生している 
                 自主講座は該当しません。   

 
  
★平成２９年度のポイント手帳とポイント交換申出書を 
平成３０年２月中に提出した方を対象に、たまった 
ポイント数に応じた金額の商品券を、平成３０年４月に 
配布いたします。 

  
商品券の受け取りには印鑑が必要ですので、 
必ずハンコ（シャチハタ不可）をご持参の上、 
阿久根市社会福祉協議会へお越しください。 
 
商品券を受け取りにお越しの際、平成３０年度の 
ポイント手帳の申請も一緒に行えます。 
★介護保険被保険者証とハンコが必要です。 

     
  
※ポイント手帳とポイント交換申出書を提出されなかった方の商品券の配布は出来ませんが、 
１０ポイントを上限として平成３０年度にポイントを繰り越せる場合があります。 
 

 その他、グループでの申し込み（地域デビューでポイントアップ！元気度アップ！ 
推進事業）のことなど、詳しくは阿久根市社会福祉協議会までお気軽にお問い合 
わせください。  

商品券交換 必要ポイント数 

2,000円分 20ポイント 

3,000円分 30ポイント 

4,000円分 40ポイント 

5,000円分 50ポイント 

★65歳以上の方の健康づくりや社会参加活動に対して、商品券に交換できるポイントを 
差し上げることで、65歳以上の方々の健康維持や介護予防、社会参加の促進を図る事業です。 
 

TEL（0996）72-380０   担当 地域福祉係 川原・髙野 

 

活動する時には 

手帳を持参して下さい 

も 
医療保険証ではなく、 
このようなオレンジ色
の介護保険証です。 

※ポイント手帳は紛失しても 

再発行出来ますが、ポイント 

シールは紛失しても再発行は 

出来ませんのでご注意下さい！ 


